
障害者自立支援法においては、一般的な相談支援事業を市町村の必須事業と位置づけ、これまで障害種別等

で実施主体が都道府県と市町村に分かれていたものを市町村に一元化しました。そして、都道府県においては、

広域的・専門的な相談支援を担うとともに、地域における相談支援に関する基盤整備等、市町村をバックアッ

プする役割を担うものと位置づけています。

具体的には、地域（市町村や圏域ごと）の相談支援の実態把握や評価を行った上で、そのシステムづくりに

ついて助言及び広域調整等を行います。また、相談支援に係る人材育成（研修や相談支援従事者のネットワー

クづくり）も重要な役割となります。そして、都道府県とともに地域において具体的に市町村（地域）に対し

て助言・調整を行うのがアドバイザーの役割です。

市町村（地域）においては、こうした都道府県やアドバイザーの役割を理解して、担当者や相談支援事業者

が独りで悩まず、積極的に助言を求めるなど活用する姿勢が大切です。
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1．都道府県の役割

第１節　都道府県自立支援協議会とアドバイザー派遣事業

第5章　アドバイザーの果たす役割

図５－１－１　都道府県の役割
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3．アドバイザー派遣事業（都道府県相談支援体制整備事業）

１）法的根拠等

都道府県自立支援協議会は、都道府県全体におけるシステムづくりに関する主導的役割を担う協議の場とし

て、都道府県が設置します。障害者自立支援法第78条（都道府県地域生活支援事業）を受け、障害者自立支援

法施行規則第65条の15で、都道府県の行う事業として「都道府県の区域内における相談支援の体制に関する協

議を行うための会議の設置」として位置づけられています。

※地域自立支援協議会（障害者自立支援法施行規則第65条の10）

２）役割

① 都道府県内の圏域（地域自立支援協議会単位）ごとの相談支援体制の状況を把握・評価し、整備方策を助言

② 相談支援従事者の研修のあり方を協議

③ 専門的分野における支援方策について情報や知見を共有、普及

④ その他（都道府県障害福祉計画の作成・具体化に向けた協議、権利擁護の普及に関すること等）

３）構成メンバー等

① 相談支援事業者、学識経験者、市町村の代表　等

② 市町村（地域）とのつなぎ役であるアドバイザーが、委員あるいはオブザーバー等として参画することが必要

③ 事務局は、基本的には都道府県が行うこととなりますが、相談支援事業者等への委託や会議の準備や素案づ

くりにおける協働が有効です。

④ 施策推進協議会と兼ねることも考えられます。その場合、より現場に近いアドバイザーや地域の中核的な相

談支援専門員からなるワーキングを施策推進協議会に付置して、地域診断や地域づくりの素案を作成するな

ど、より現実に即した協議が可能となる仕組みを工夫することが有効であると考えます。

１）事業概要

都道府県地域生活支援事業（国1/2県1/2）に、相談支援に関する広域的な支援を行うアドバイザーを配置す

る本事業を位置づけています。

２）アドバイザーの役割

① 地域のネットワーク構築（地域自立支援協議会等）に向けた指導、調整

② 地域では対応困難な事例に係る助言を行います。ただし、ケース担当者はあくまでも地域の相談支援従事者

であることを忘れてはなりません。

③ 地域における専門的支援システムの立ち上げ援助

（例：権利擁護、就労支援などの専門部会やネットワーク構築の援助）

④ 広域的課題・複数圏域にまたがる課題の解決に向けた体制整備への支援

⑤ 地域の相談支援従事者のスキルアップに向けた指導

⑥ 地域の社会資源（インフォーマルなものを含む）の点検（地域診断）と開発に関する援助　等

2．都道府県自立支援協議会
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３）アドバイザーの担い手

・地域における相談支援体制整備について実績を有する者

・相談支援事業に従事した相当期間の経験を有する者

・障害者支援に関する高い識見を有する者

４）アドバイザーの配置及び活用に当たって

アドバイザーの配置方法としては、大きく言って配置型と派遣型があり、後述の「第２節　アドバイザー業

務の心構えと実際」を参照してください。

市町村（地域）としては、県から配置又は派遣されるアドバイザーを有効に活用するために、単にアドバイ

ザーからの助言を待つ姿勢から、問題意識を持ってアドバイザーをどう活用していくかについて地域で考える

ことが大切です。そのためには、地域の行政と相談支援従事者が地道な勉強会を開催して、そこにアドバイザ

ーが参加したり、地域自立支援協議会の事務局会議にアドバイザーが参画することが有効です。

都道府県としては、アドバイザーが地域で活動しやすいように、位置づけを明確にしてあげることが肝要で

す。会議等でアドバイザーの周知を図ることはもちろん、名刺に「○○県アドバイザー」の肩書を明記するこ

とも有効です。

図５－１－２



１）市町村（地域）とアドバイザー

アドバイザーは、市町村や地域の相談支援従事者が抱える地域自立支援協議会の運営や相談支援体制構築等

に係る具体的な課題について、具体的な助言（一般論ではない）を行う者であり、具体的な課題について一緒

に悩む存在です。

市町村としては、アドバイザーの助言を求めるに当たり、具体的に問題意識を持つことが望まれます。地域

自立支援協議会の運営等についてはもちろんですが、例えば、国や県の施策（事業）には様々なメニューがあ

って分かりづらい場合、わが町でどの事業をどう活用すればよいのか助言を求めることなども有効です。

また、アドバイザーを受け入れる環境整備についても配意すべきと考えます。例えば、地域自立支援協議会

へ参画する場合の位置づけ（委員、助言者等、事務局会議への参画等）や、日程調整等についてです。

ただし、アドバイザーは全能ではないこと、そして、県からの委託内容等も承知して活用することが必要で

す。市町村や地域の相談支援従事者が本来すべき役割までアドバイザーに押し付けることは、アドバイザー事

業の有効性を損なうことになると考えます。

２）都道府県とアドバイザー

相談支援事業が市町村の必須事業になったからといって、都道府県の役割がなくなったわけではなく、都道

府県内の相談支援体制をどう構築するか、どう充実させていくか、都道府県としての展望と戦略を持つことが

必要です。そのためには、地域の実態を把握することが重要であり、各地域の実態や情報に詳しいアドバイザ

ーと共に検討することが肝要だと考えています。言わば、戦略策定の同士であるわけです。アドバイザーから

集約（翻訳）された地域情報が入手できるとすれば、面倒な実態調査をやって分析する手間が省けることにな

ります。

具体的には、アドバイザーが都道府県自立支援協議会に参画することが必須だと考えています。奈良県のよ

うに、アドバイザーが都道府県自立支援協議会の委員となることも有効です。そして、都道府県（都道府県自

立支援協議会）の展望と戦略を市町村（地域）に具体的に伝えたり、市町村が実行するに当たっての援助をす
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4．アドバイザーと市町村・都道府県の関係性

図５－１－３　都道府県アドバイザー・特別アドバイザー・都道府県・市町村　関係図
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るのがアドバイザーです。

都道府県とアドバイザーの協働の手始めとして、相談支援従事者研修の企画・実施に参画してもらうことは

いかがでしょうか。

３）市町村（地域）と都道府県

市町村と都道府県の関係性は、アドバイザー等を通じて県から市町村が助言等を受けることと、逆に市町村

から都道府県に対して、全県的な課題について施策等を提案したり、注文をつけたりする関係性があることも

認識すべきです。都道府県においては、予算編成時期等の日程も踏まえながら、地域から提案を受け付けるた

めの機会をルール化することも検討すべきです。

特別アドバイザー派遣事業は、都道府県相談支援体制整備事業によるアドバイザーの配置に加えて、相談支

援体制の立ち上げ時に集中的に実施します（平成20年度までの特別対策事業）。

本事業により、都道府県は、県内外から特別アドバイザー（先進地域のスーパーバイザーや専門家等）を招

聘して、県全体及び各地域ごとの相談支援体制等の立ち上げ支援や評価・充実強化等への助言を受けます。

特別アドバイザーは、都道府県及び都道府県アドバイザーに対する助言・指導を行うとともに、連携・協働

して地域（市町村）に当たることになります。（特別アドバイザーは指南役でもあり戦友でもあります。）

特別アドバイザーの招聘及び市町村への派遣等については、都道府県が調整しますが、活用方法等について、

都道府県自立支援協議会や市町村等の意見（要望）を聞くことも有効であると考えます。また、特別アドバイ

ザーを一回限りの研修会講師として活用するだけではなく、継続的に、あるいは集中的に来県してもらうなど、

有効的な活用方法を検討してください。

5．特別アドバイザーの活用（特別アドバイザー派遣事業）
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１）アドバイザーの基本姿勢

①協働の姿勢

都道府県相談支援体制整備事業における、アドバイザー活動において、最も重要で全ての活動に共通してい

ることは、アドバイザーと相談支援事業者を中心とした関係者や住民との、協働の姿勢（体制）ではないかと

考えられます。アドバイザーは、対象地域の関係者と共に地域の現状と課題を整理し、その一つひとつをその

関係者と共に考え、知恵を出し合って実践に結びつけていくことが、本事業においてはとても大切です。

②「型」にはめるだけではない

アドバイザーはその地域が独り立ちするための助言やアドバイスをするのであって、どこかの先進的な地域

の仕組みや、やり方をまねて、型にはめればよいということではありません。最終的な目標は、アドバイザー

がアドバイス（助言）役から脱皮し、地域の大切な社会資源として、それまでとは異なった新たな役割や、使

われ方を、多くの人々を巻き込んで構築することだと考えられます。

③有機的に機能する相談支援体制整備

地域自立支援協議会には、相談支援事業によって捉えられたニーズや実態を、誰にでも当てはまる普遍的な

ことと、捉え直す機能も必要だと考えられます。そのためには、有機的に機能する相談支援体制を整備し、日

常的にニーズキャッチをしていかなければ、地域自立支援協議会の議題は見つからなくなります。抽象的な表

現にはなりますが、多くの地域住民にとって「この地域で暮らしていてよかった」という、街づくりにつなが

っていく活動への第一歩だと考えられます。地域の身近なところで、継続的に関わり、当事者の気持ちに寄り

添うような相談支援体制の構築は、これからの福祉にとって大変重要です。

④側面的な支援により、「地域の強さ」を引き出す

アドバイザーは担当した地域において、将来を見据えたアドバイスや経験則によるリスク想定など、側面的

な支援を行い「地域の強さ」を引き出すような役割が求められます。相談当事者を中心に置き、相談支援専門

員や地域関係者の活動状況を地域自立支援協議会に集約し、「地域の強さ」を生かした体制整備が期待されます。

地域自立支援協議会のあり方は、一つではないはずです。

２）様々なアドバイザー活動

①地域の全体像を掴む

アドバイザー活動における、最初の一歩は、地域の状況把握（地域診断）が一般的だと考えられます。都市部

なのか山間部なのか。人口、社会資源、歴史、財政状況、相談支援の状況など、知っておきたい地域状況はたく

さんあるはずです。しかし、知りたい状況の全てを知ったからといって的確なアドバイスができる訳ではあり

ませんし、より正確にアカデミックな調査をすることが、本事業の目的ではありません。まずは、担当する地域

の行政担当者や相談支援専門員の話をじっくり聞くことから始め、地域の全体像を掴むことが大切となります。

②現状認識の違いを埋める

一見、外部地域からは相談支援体制が整備されているように見えても、実態は画一的な相談活動しか行えず

第2節　アドバイザー業務の心構えと実際
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手詰まりになっていたり、関係機関の連携がうまくとれていなかったりと、外部から見たイメージと実態が、

違うことはよくあります。更に、行政と委託相談支援事業者との現状認識が大きく違う場合などもあります。

そのような場合には、どちらか一方だけの立場に立った発言や行動、審判的な態度をとらないように注意する

べきでしょう。両者の見解を調整し、より客観的な現状認識に結びつけます。具体的には、住民へのアンケー

ト調査の実施など、両者が同じテーブルにつける手段などを提案し、客観的な指標による、話し合いの場を作

ることなどが考えられます。

③地域（関係性）の熟成

地域の課題やポイントがつかめてきたら、その部分を更に掘り下げた聞取りや視点を変えた確認なども必要

となってきます。地域の大小だけにとらわれ、現状の課題や問題だけに偏ったアドバイスに終始せず、地域の

よいところや強さも見いだすことを心がけて行います。中には、行政職員や専門職の「縦割り意識」が効果的な連

携やネットワークづくりを阻害していることも予想されるので、個別支援会議などを積み重ねながら、時間をか

けて相互の理解を図ることも必要です。有機的な連携を生み出す特効薬はないのですから、「千里の道も一歩から」

の精神で、地域の熟成を待つような時間をかけた、アドバイスも時には必要になるのではないでしょうか。

３）「配置型」と「派遣型」

都道府県全体に対してのアドバイザーの配置方法については、大きく分けて二つの方法が考えられます。

都道府県全体を保健福祉圏域などいくつかの地区に分けて、それぞれの地区にアドバイザーを配置する、い

わゆる「配置型」と、地区の実情や求められた役割により、アドバイザーを派遣する「派遣型」です。

①配置型

「配置型」については、対象地域が限定的なため、関係性が日常的で顔の見える関係性が作りやすいと考え

られます。相談支援専門員が日常的な活動の中でキャッチした課題や、相談者の複雑なニーズを、アドバイザ

ーがスーパーバイズしやすい環境とも言えます。

また、配置されたアドバイザーが一人である場合は、求められる能力が一障害分野だけの限定的なものでは

なく、非常に幅広い知識や経験が求められることになります。そのような状況下で想定されることは、担当地

域に相談支援の体制があり、有機的に機能している地域ならば適任なアドバイザーを見つけやすいでしょうが、

相談支援体制の整備が遅れていた、後発感がある地域の場合には、アドバイザーの配置と育成が同時に行われ

るため、アドバイザー自身への負担が大きくなることなどが予想されます。

②派遣型

次に「派遣型」は、地域の特性や地域ニーズに応じたアドバイザーを、派遣できることが最大のメリットと

いえます。地域の状況把握（診断）が、一定程度正確にできている地域には、とても有効的でしょうし、アド

バイザー自身に求められる能力や役割、得意分野（特定の障害分野）なども、限定的で深い知識になり、効率

的なアドバイスができる可能性が高くなります。

しかし、地域の現状把握がきちんとできていない地域では、自分たちの地域がアドバイザー派遣を必要とし

ている状況なのか、そうではなく単独で相談支援体制整備が行える状況なのかの、判断さえもできない地域が

生まれてきます。そうすると、アドバイザー派遣の依頼がない地域には、現状を客観的に見直すきっかけが作

れず、地域間格差が顕著になってしまうことが懸念されます。

③機能させるためのルールづくり

行政職、相談支援専門員とアドバイザーなどの関係性や連携方法、役割分担、個別支援会議の開き方、個人

情報の取り扱い方など、具体的な一定のルールを決めて行わないと、実際の場面では「ボタンの掛け違い」的
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な混乱が起こります。また、関係者への共通理解なども進みません。具体的な混乱としては、役割に偏りが生

じ、いわゆる「困難事例」と言われているような複雑なニーズをお持ちの方々への対応や支援に、アドバイザ

ーだけが追いまくられ、地域の側面的な支援がおろそかになってしまうことが想定されます。偏りや行き違い

等が起こらないよう、様々なことを想定し、関係者を巻き込んで、ルールを作ることは、相談支援体制整備に

とって、とても効果的です。

④長期的で戦略的な対応

「配置型」「派遣型」、どちらの方法が正しいかという議論ではなく、「配置型」「派遣型」「配置型・派遣型の

併用」「派遣型で始め、配置型への発展」など、地域にマッチし、より効果的な体制のデザインをすることが大

切です。アドバイザーは日々の活動を通じ、現状分析をし、その結果を都道府県自立支援協議会に報告します。

それにより、新たなデザインを行うのか、現状の体制を改善する部分的な対応にすべきなのか、慎重な議論が

必要となります。よって、都道府県自立支援協議会においては、長期的で戦略的な視点に立ったデザインを検

討していくことが重要となります。

４）相談支援事業の質的向上とその先

①相談支援事業の質的向上

最後に、相談支援事業の質的向上について、考えたいと思います。なぜならば、アドバイザーの活用による

都道府県相談支援体制整備事業は、基本となる相談支援の質的向上がない限り、真の意味での体制整備は進み

ません。よって、地域の現場で働く、相談支援専門員の資質向上は重要で、日々の相談業務の振り返り、個別

支援会議等で特徴的なケースがあれば地域自立支援協議会で議論し、普遍的なモデルとして捉え、積み上げて

いくことが重要になります。また、相談面接技術の向上、ケース検討会など、実地指導や研修会を通じた、資

質向上のシステムが必要不可欠となります。

②相談支援専門員の資質向上

日々の相談業務はハードで職場を空けての研修参加や定期的なケース検討会など、日々の活動実態から「で

きない」という言い訳をしようと思えば、いくらでも理由はあるかもしれません。しかし、一人の福祉専門職

として、自己の能力に慢心せず、常に向上する気持ちや知識欲を持っていたいものです。日々の業務を見直し、

地域の仲間と共にインフォーマルな時間なども活用し、月一回の勉強会や情報交換会など、資質向上の機会を

身近なところに作り出していきましょう。

③総合的な支援を担う技術

相談支援専門員は、真の意味でのケアマネジメントを展開しようとすると、日頃より相談者のニーズや地域

課題の解決に協力してくれる人々を、どれだけ増やせるかという、一見相談とは乖離した、コミュニティワー

カー的な活動も必要になります。単なる相談員としてケースワーク技術だけでは太刀打ちできないことが多く、

総合的な支援を担う技術や知識を持った人材に、自ら育たなければなりません。

④相談支援専門員の組織化

上記のような資質向上のためには、個人の努力だけによる研鑽では限界があるため、都道府県などがリード

し、相談支援専門員を組織化することが有効と思えます。時には、都道府県の枠を越えて、情報交換の場や自

分たちが必要と考える研修会などを行うことも大切です。定期的な研修会や情報交換などは、組織によるバッ

クアップのため、大きな可能性を秘めており、日常活動の原動力になることも期待できます。相談支援の体制

整備と相談支援専門員の資質向上は、車の両輪と捉え、どちらを軽視することなく、日々の実践に取り組みた

いものです。
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相談支援専門員のネットワーク

埼玉県や神奈川県などでは、相談支援専門員を

NPO法人として組織化し、相談支援事業の底上げに、

つなげていこうという活動が始まっています。中でも、

埼玉県では、単なる情報交換の場としてだけではなく、

専門員自らが企画して、相談支援に必要な面接技術な

ど、ミクロレベルな内容から、「障害のある人の権利

条約について」など、マクロレベルな内容の研修会も

行っています。また、滋賀県においては、県自立支援

協議会に「相談支援事業ネットワーク」部会を設置し、

委託相談支援事業者及び就業・生活支援事業者の情報

交換や課題整理を目的に、定期的に会議を開催し、全

県下委託相談支援事業者のネットワークを構築してい

ます。

ではなぜ、組織化し、ネットワークを作る必要があ

るのでしょうか。メリットは色々と考えられます。相

談支援専門員の養成研修を修了した後に、スキルアッ

プを図るためには、現場の中で沸いてくる疑問などを

整理・解消するため、情報交換や研修の場が必要不可

欠となります。さらに、日常的にスーパーバイズを受

けることができない事業所環境では、横のつながりを

強化して、事業の振り返りなどを行わなければ、専門

性の向上にはつながらないと考えられるからです。

また、NPO法人化のひとつの有効性は、法人理念

に賛同する人々ならば、どのような立場の人でも参加

可能で、相談支援専門員のみならず、行政職員・学

生・ボランティア・一般市民など、幅広い人々が集う

ことができるという点です。行政職員等が担当課を異

動しても、継続して会の運営に関わっていくことも可

能になります。そして、予算的にも特定非営利活動施

策や寄付金等を、うまく活用すれば、その可能性は大

きく広がります。

各都道府県で気がついた人が声を上げ、任意団体、

NPO法人、都道府県自立支援協議会での部会など、

どのような形式であれ、相談支援専門員が組織化され、

全国的なネットワークに発展することも、遠い未来で

はないかもしれません。

ラコ ム
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１）地域自立支援協議会の発展形

第３章でふれているように、地域自立支援協議会は地域の実情に応じてできるところから始めていくよう地

域の工夫を求めています。

Ｐ32の図３－２－７の発展イメージのように、相談支援事業が行政とよく協議をしながら会議の質的、機能

的向上を目指す場合もあれば、地域自立支援協議会の目的や機能を十分に踏まえず「取りあえず作らなければ

ならないもの」として設置した場合など、まさに地域の実情によってそのスタートラインが異なっています。

例えば、地域自立支援協議会の設置パターンは、大きく２つのパターンがあり、ひとつは委託による相談支

援事業を実施してきた地域において協議会を設置するパターンと、いまひとつは相談支援事業が委託されずニ

ーズの把握が弱かった地域において協議会を設置するパターンです。

そうした前提で考えると、まず当該地域の相談支援事業と行政の姿勢、そして地域自立支援協議会の構成と

運営、の３つの軸で現状を評価する必要があります。

このような地域のそれぞれの現状からステップアップしていく指標については、平成15年に障害保健福祉部

長通知「障害者地域生活推進特別モデル事業の実施について」（平成15年５月30日　障発0530006号）の別紙１

で「地域生活支援の発展段階に係る判断基準」として示しています。

「地域生活支援の発展段階に係る判断基準」

参考までに、この「地域生活支援の発展段階に係る判断基準」を見ると、相談体制、ケアマネジメント、市

町村の関与、サービス提供体制、全体的な概況の５項目５段階の基準を設定しています。また、この判断基準

を用いて、地域支援システム発展モデルとして、大都市型、市町村型圏域タイプ、市町村型市単独タイプの３

つのモデルも示しています。

国が当時、何故こうした基準を示したのか、その考え方は通知の中に見ることができます。

障害者が地域で生活し続けるための「社会的な支援の状態」とは、『行政（市町村、都道府県）、当事者、当

事者団体、支援団体、相談援助機関、居宅支援事業者、私的サービス提供者、医療機関、教育機関、就労支援

機関等関係者が密なネットワークを作り、個別の障害者の自立支援や、地域の社会資源の状況、サービスのあ

り方などについて、協働して、課題を発見し、対応を協議し、解決策を見つけることができる仕組み、関係者

の信頼関係、協力関係がある状態』と定義し、これを当面の目標としています。システムとネットワークの必

要性を指摘しており、まさに現在の地域自立支援協議会そのものです。また、先進事例等を踏まえ、便宜上五

つの段階をモデルとして設定しています。段階については、必ずしも第Ⅴ期を最終的な理想型としていません

し、当時、国も第Ⅴ期に到達している地域は多くないと判断していました。

―どのように発展させるか―
第6章　地域自立支援協議会のステップアップ
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* 市町村が「市町村障
害者生活支援事業」
又はこれに類する独
自事業（以下「相談
支援事業」という。）
を行っておらず、か
つ居宅サービスの供
給量が絶対的に不足
している状態。

* 障害者及びその家族
（以下「障害者等」と
いう。）のニーズの把
握が極めて不十分な
状態。

* 第Ⅰ期と比較して、
個別の在宅の障害者
等のニーズを相談等
により受け止めると
ころが出てきている
が、居宅サービスの
供給量は絶対的に不
足しており、ニーズ
に十分には応えられ
ない状態。

* 居宅サービスを利用
している障害者は少
ない。

* 第Ⅱ期と比較して、
相談等を通じて在宅
の障害者等のある程
度まとまったニーズ
が明らかになってき
て、これに応えるた
めに公私のサービス
が増え始めているほ
か、市町村と地域生
活支援関係者とのや
りとりが増え、本格
的な連携も出始めて
いる状態。

* 相談支援事業や居宅
サービスを実際に利
用している者は、市
町村の障害者等の一
部に事実上限られて
おり、全体像の把握
が課題となっている
状態。

* 市町村が相談支
援事業を行って
いない。

* 住民からみると
専門的な相談窓
口が明らかでな
く、とりあえず
市町村の窓口に
相談に行く状
態。

* 市町村が相談支
援事業を実施し
ているか否かに
関わらず、障害
者の入所・通所
施設や当事者団
体・支援団体等
が、事実上相談
を受け始めてい
る。

* 市町村が相談支
援事業を実施す
るとともに、居
宅介護をはじめ
とする居宅サー
ビスも実施し、
相談等を通じて
明らかになって
きた在宅の障害
者等のニーズに
応えようとして
いる。

* どのような支援
が必要かについ
ての分析や、サ
ービス調整等は
行われていな
い。

* 居宅サービスが
提供されている
場合であって
も、多くの場合、
単一のサービス
が提供されてい
る状態。

* どのような支援
が必要かについ
ての分析や、サ
ービス調整等は
ほとんど行われ
ていない。

* 同一事業所から
複数のサービス
が提供され始め
ている。

* 個別のケースに
対応するため
の、複数の関係
者が集まるプラ
ン会議は開催さ
れておらず、相
談を受けた事業
所等が有するサ
ービスを組み合
わせた支援プラ
ンが作成されて
いる。

* 同一事業所から
複数のサービス
が組み合わされ
て提供されてい
るが、相談を受
けた事業所等以
外の事業所等に
対してサービス
提供依頼が始ま
っている。

* 市町村は事実上
相談に来た障害
者等にだけ対応
している。

* 例えば事業者と
の定期・不定期
の会議がないな
ど地域生活支援
関係者と没交渉
な状態。

* 障害者等のニー
ズの把握は事業
者や団体が中心
となっている。

* 市町村とそれら
の事業所等との
連絡会議等はあ
っても形式的な
内容にとどまっ
ている。

* 個別のケースに
ついて、相談支
援事業を実施す
る事業者等と市
町村が適宜相互
に相談や調整を
している。

* 市町村も個別の
プラン会議に参
加するなど、連
携が行われ始め
ている。

* 事実上、入所施
設の実施する短
期入所程度しか
居宅サービスが
ない状態。

* 居宅サービスの
供給量は絶対的
に不足してい
る。

* 居宅介護、デイ
サービスや当事
者団体・支援団
体の私的サービ
スが提供され始
めている。

* 居宅サービスの
供給量は絶対的
に不足してい
る。

* 公私の居宅サー
ビスの種類又は
公私の居宅サー
ビスを提供する
事業所等は増え
ている。

* 居宅サービスの
供給量は十分で
はない。

第

Ⅰ

期

第

Ⅱ

期

第

Ⅲ

期

概　況 相談体制 ケアマネジメント 市町村の関与 サービス提供体制

（別紙１）地域生活支援の発展段階に係る判断基準
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* 第Ⅲ期と比較して、
市町村と事業所や団
体との連携が強くな
ってきて、個別のケ
ースについてケアマ
ネジメント手法によ
りニーズへの対応が
相当程度なされてい
る状態。

* 地域全体のニーズに
対応するため、必要
なサービスの種類や
内容等に関するサー
ビス連絡調整会議が
開催されている状態。

* 相談支援事業や居宅
サービスを実際に利
用している者が市町
村の障害者等の相当
部分に及ぶか、市町
村の障害者等の実態
について網羅的に把
握する取り組みが始
まっている状態。

* 第Ⅳ期と比較して、
それまでの個別ケー
スへの対応を基礎と
して、管内の障害者
全体への対応が強ま
るとともに、障害者
等のエンパワメント
や権利擁護の視点が
強まっている状態。

* 市町村が相談支
援事業を実施す
るとともに、在
宅の障害者等の
相談とニーズを
確実に受け止め
られるようにな
ってきている。

* 市町村が相談支
援事業を実施す
るとともに、在
宅の障害者等の
相談とニーズを
確実に受け止め
られるようにな
ってきている。

* 相 談 支援事業
が、居宅サービ
ス事業所から分
離独立して行わ
れるようにな
る。

* 個別のケースに
ついて、相談支
援事業を実施す
る法人、市町村
及び当該法人以
外の関係者（医
療機関、教育機
関、就労支援機
関、ボランティ
ア関係者等）が
入ったプラン会
議が開催され、
定期的にモニタ
リングが行われ
るなど、ケアマ
ネジメント手法
による対応が行
われている。

* プラン会議に参
加した複数の事
業所等からサー
ビスが提供され
ている。

* 同上

* 個別ケースにつ
いて、必要に応
じて市町村が確
実に関与する体
制ができてい
る。

* 市町村と管内の
関係者の連携が
密になってき
て、地域生活支
援関係者による
サービス連絡調
整会議が開催さ
れ、そのような
中から新たな公
私の居宅サービ
スが生まれ始め
ている。

* 市町村が関係者
と連携して、障
害者等の実態を
網羅的に把握す
る取り組みが進
んでいる。

* 実態に基づき計
画的にサービス
が整備される体
制や、関係者の
サポート及び協
力体制が整備さ
れる。

* 公私の居宅サー
ビスの種類又は
公私の居宅サー
ビスを提供する
事業所等がいっ
そう増えてい
る。

* ニーズに相当程
度応えられるよ
うになってきて
いる。

* 公私の居宅サー
ビスの種類又は
公私の居宅サー
ビスを提供する
事業所等は基本
的に揃ってい
る。

* ニーズに確実に
応えられるよう
になってきてお
り、サービスが
計画的に整備さ
れている。

第

Ⅳ

期

第

Ⅴ

期
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２）地域自立支援協議会のステップアップ指標（案）

この判断基準を参考にしながら、地域自立支援協議会のステップアップ指標（案）を以下に示します。

表６－１：地域自立支援協議会のステップアップ指標（案）

この指標を見る時に、留意すべき点は、３点あります。

第１は、指標は各地域で当該地域の実状を踏まえて自ら設定することです。この指標は全国共通指標として

使用するものではなく、これを参考にしながら当該協議会の中でよく議論し、相互理解を経て、地域の実情に

応じた具体的なチェックポイントが設定されるべきものと考えます。したがって、この自己診断により一喜一

憂するものでもなく、次のステップを踏むための目標を設定する参考ツールと考える方が望ましいと言えます。

その際に重要なことは、「権利擁護システムの構築」、「障害福祉サービスの基盤整備」という２つの視点を持

つことです。

例えば、当事者がまちづくりにどのように参画できているのか、その当事者性に着目した時、

○ 相談支援事業と当事者団体の協力関係、信頼関係はどうなっているのか

○ 行政は当事者の意見聴取の場を定期的に確保しているのか

○ 自立支援協議会に当事者の参画をどう保障しているのか

といった点から協議することが重要ですし、権利擁護に着目した時は、

○ 相談支援事業は利用者がエンパワメントできるような支援計画を作成しているのか

○ 行政は成年後見制度の利用支援にどの程度関与できているのか

○ 自立支援協議会は権利擁護システムを構築する手順を協議しているか

などが大切な協議事項です。さらに、福祉サービスに着目した場合、

○ サービス管理責任者との協力関係はどのようになっているか

○ サービス事業者が抱えている課題についても協議しているか

○ 個別支援会議にサービス管理責任者は積極的に関与しているか

○ サービス基盤の整備計画は地域自立支援協議会で調整が図られているか

なども大切な協議事項です。

専門的相談窓口が明らかで
ない（どこに相談したらよ
いか分からない）

相談支援事業が実施されて
いるが窓口対応、電話対応
のみとなっている

相談件数も増え始め個別支
援会議が開催され始める

個別支援会議が当たり前の
ように日常的に開催されて
いる、また積極的な訪問相
談が行われている

相談窓口にアクセスできる
利用者のみならず、きめ細
やかに対応し全ての利用者
の状態を把握している

窓口対応だけとなっていて
相談支援の重要性を理解し
ていない

事業者や関係団体と意見交
換をして実態の把握が少し
ずつでき始める

個別支援会議に出席し連携
を始める

個別事例に確実に関与し、
協議会の事務局機能を持つ

施策の立案と推進機関とし
て協議会の重要性・必要性
を十分認識している

協議会が設置されていない

協議会は設置されているが
形骸化している

協議会が定期的に開催され
情報共有が活発化し始めて
いる

情報共有が活発になり専門
部会等の取り組みも具体化
され、協働体制が整う

新たな社会資源が開発され、
施策の提言ができはじめる

第１段階

第２段階

第３段階

第４段階

第５段階

相談支援体制 行政の関与 協議会の運営・内容



第２に留意すべき点は、ステップアップ指標は表６－１の様式に限らないことです。自由な発想で地域の協

議をするプロセスの中で、目標設定の方法も多様となるはずです。例えば、①協議会構成員が求める地域を想

定しつつ現状においてそれを阻害する要因を挙げ、その解決手順を明らかにする方法、また②相談支援事業、

行政、協議会の運営体制と内容という３つの軸で望ましい状態像を項目設定する方法、あるいは③具体的な社

会資源開発の目標設定をしてその工程とスモールステップを検討していく方法などもあるでしょう。

以下に、いくつかのステップアップ指標の例を示します。

☆地域自立支援協議会の機能の充実強化を阻害する10の要因（例）

このように挙げた阻害要因について、解決すべき優先順位を決めて取り組むためには、協議会として地域ア

セスメントを必要とします。つまり相談支援体制、行政の関与、自立支援協議会の運営体制、事業者の事業実

施内容などの視点から要因分析を行うことが重要です。

☆自分たちが望む自立支援協議会像（例）

第6章　地域自立支援協議会のステップアップ
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相談支援事業が委託で実施されていない

相談窓口にアクセスできる利用者だけを相談対象にしてアウトリーチしていない

委託相談事業が法人敷地内に設置され活動が不透明

個別支援会議が開かれていない、開かれていたとしてもサービスの利用調整のみに終始している

一部の事業者が利用者を抱え込み協議会に非協力的（事業者にモチベーションがない、相互の信頼関係、協力
関係がない）

サービスの社会資源量が少ない

構成員が協議会を要求交渉の場と捉えたり、新たな社会資源の創出をあきらめ評論家的になっている

行政が自立支援協議会のイメージができず消極的な姿勢となっている

協議会で協議すべき項目、論点が明確にできず、中・長期目標が設定されない

事業のモニタリングが不十分で、質の向上を疎
うと

んじている

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

地域の相談内容が分かりニーズが分かった

ネットワークが生まれ相互の問題意識が共有できた

一緒に考え、一緒に行事を企画し、一緒に視察し、目標が設定できた

福祉分野だけでなく、行政にも、議会にも、地域にも評価された

新しい社会資源が生まれた（創造できた）

1

2

3

4

5



最初の例のようなネガティブチェックより、自ら望ましい状態像を想定して、達成可能な項目、持続可能な

項目を選定し自己診断することは、構成員が相互に同じベクトルを持つことができ、前向きです。

☆具体的目標「放課後ケアの新しい社会資源を作ろう」に向けて（例）

社会資源の開発は、専門部会（プロジェクト）などで十分に協議され、その工程を明確にする必要がありま

す。しかし、その背景には必ず個別の事例やニーズがあり、そのことが出発点になっていることを確認しなけ

ればなりません。そしてステップ毎の役割分担を行い、チーム全体で取り組むことが大切です。

第３に留意すべき点は、「地域自立支援協議会のステップアップ指標」（案）は、協議会の効果と有効性を検

証するツールとすることです。

望ましい協議会の状態像をイメージしながら振り返り、何が有効であったかを構成員相互で確認することが、

次のステップへのモチベーションを生むことになります。検証は、相談支援体制、行政の関与、自立支援協議

会の運営体制といった項目毎に行いますが、どれか１項目が極端に不十分であったり、先駆的であったりはし

ません。全体的に底上げさせていくことになります。そのため、例えば単に相談支援事業の評価だけに焦点を

当てて、いたずらに委託費等にリンクさせることは不適切です。「相談支援体制」と「行政の関与」と「自立支

援協議会」の相互関係を見ながら、次のステップを明確にする姿勢が重要です。

いずれにせよ、自ら地域を診断し、地域独自の指標を作ることが重要です

３）地域診断

①地域診断

地域自立支援協議会の中で、自分たちの地域がどういうポジションにあって何が課題になっているのかを理

解する為には、地域のアセスメントが重要です。「地域を知る」ためのプロセスは、３つの視点により進めるこ

とが大切です。１点目は地域で「暮らしている人」を知ることです。それはすなわちケアマネジメント手法に

おけるその人のアセスメントとモニタリングを丁寧に行うことです。２点目は、地域での「人々の暮らしぶり」

を知ることです。本人を取り巻く「ひと」との相互関係や本人が地域の中でどのような動線を描いて暮らして

いるのか、地域の環境と人とのつながりをエコマップのように鳥瞰
ちょうかん

的に理解することです。環境と人とのダイ

ナミックな相互関係による視点から、地域の長所も見えてきます。３点目に地域で暮らしやすくする「社会資

源」を知ることです。社会資源マップの作成、統計資料による検討、ネットワークの形成状況の把握など総合

第6章　地域自立支援協議会のステップアップ
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個別具体的な事例を確認する

学齢期の児童の生活実態を把握するため関係団体と意見交換する

学校、教育委員会と対策を検討する

資源開発に向けた可能性の有無について関係団体と意見交換する

具体的なイメージを共有し、その創出までの工程を明らかにする

Step１

Step２

Step３

Step４

Step５

ポ イ ン ト

① 地域診断・地域アセスメントを行う

② ステップアップ指標はそれぞれの地域で設定する

③ 効果と有効性を検証する



的視点によって理解することです。

このような視点を持って地域診断は実施されます。ケアマネジメントにおける地域診断は、「『自分らしく自

分の選んだ地域で暮らし続けたい』という希望を実現するために、それぞれの社会資源について人材、制度、

資金等が有効に機能しているか、その動的変化を含め機敏にかつ具体的に理解することであり、一人ひとりの

事例を集約し地域の課題として、ソーシャルネットワークによって解決に導くひとつのプロセスである」と言

えます。

②地域診断のプロセスと留意点

地域診断をしていく際の必要な情報には、量的情報と質的情報があります。その情報把握は地域自立支援協

議会全体として共有され、認識される必要があります。そのプロセスとして、例えば、①「同じ立場の人の話

を聞いてみたい、ピアの拠点を作りたい」などの具体的な問題意識を共有したプロジェクトチームで行うこと、

②数量的な情報（地域概況、人口、健康状況、障害者の状況、社会資源マップなどの資料作成、アンケート調

査などの統計）がある場合はタイムリーに把握し理解すること、③質的な情報を積極的に収集する（関係者を

訪問し個別的集団的にインタビューする、自立支援協議会で定期的に実情を把握する、ワーキングなどで意見

交換する、先進地を見学するなど目指すべき姿を想定することなど）ことです。つまり、地域診断作業は単体

で行わず、協議会全体のチームで行うことが重要です。

地域診断を行う場合の留意点は、以下、①診断する対象地域の範囲を明らかにすること、②地域で活動する

当事者グループを把握する、③「地域の持つ力」を明らかにする、④協働する意欲が生まれるような地域診断

プロセスを持つ、⑤一つの機関、専門職だけで実施しない、という点があります。

４）地域自立支援協議会のもうひとつの指標

これまで国が示してきた地域自立支援協議会の資料から、「成否のカギ」として示したポイントがあります。

自立支援協議会の自己診断に際して大切な視点にもなりますので、以下にお示しします。

①目的設定は官民共同で行う

・ 「この会議を通じて、どうしても確認しておきたいこと、話し合っておきたいこと、共通の課題をもとに

解決したいこと」の動機付けを参加者が持つ

・ 個別支援会議の中からやるべきことが生まれる、という共通の課題意識が重要

②官と民の役割分担を相互が過度に求めない

・ 取り組みを実行に移す時は、無理のない役割分担を。少しずつ前に進める

・ 行政の役割が大きすぎると民間の知恵が生まれない

③市民の参加を得る

・ 評価、成果測定が困難な場合は、何を尺度とするのか協議する

・ 市民の意見、感覚を取り入れる仕組みを入れる

・ 重層的な協議会の仕掛けが必要（例：全体会議－定例会－事務局会議（運営会議）－専門部会（プロジェクト））

④構成員相互が正確なメッセージを発信する

・ 協議会における取り組みの一つひとつが生活の質の向上を目的としているという認識の下、構成員相互が

何を変えていくのかメッセージを具体的かつ正確に伝える

⑤ガバナンスを明らかにする

・ 役割分担（責任）が適切に果たされているか順守の監視を明確にする

第6章　地域自立支援協議会のステップアップ
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１）地域自立支援協議会設置の意義

医療保健福祉をめぐる政治の仕組みが大きく変化しつつある現在の段階で、あらためて地域自立支援協議会

が持っている意義について、意識的に考えることが大切です。

疾病や障害を持つことで支援を要する人々にとって、わが国の現状では、制度の縦割り、資源の散逸、情報

の混乱、対象者とその家族の孤立など、きわめて生きにくい状況にあります。

地域自立支援協議会は、それぞれ特徴的な歴史と風土を持つ地域の中で、具体的な対象者を想定しながら、

相談支援活動をマネジメントする立場と機能が付与されています。これによって、サービス利用対象者または

支援を要する障害者に関する情報と、サービスを提供する機関や人材の情報と、行政の施策や制度に関する情

報が、ひとつの場に集められ調整することが可能になりました。

つまり、地域自立支援協議会のあり方いかんによって、限られた予算であっても、最大限のサービス提供を

追究することが可能になったと言えます。

２）地域自立支援協議会の可能性

地域自立支援協議会の構成を見ると、医療保健福祉という境界を越えて、障害種別を越えて、公民が共に加

わって形成されています。このことに今後の可能性が込められています。

医療保健福祉ばかりでなく、教育、産業、司法といった様々な人材を招き入れることによって、サービス利

用対象者がその地域で暮らすという本来の自立を支援することが可能になるでしょう。また、厳密すぎるほど

に規定される障害種別、重症度区分、年齢、収入などによる制度の狭間に関する諸問題も、事例に則した調整

によって救出が可能になることもあるでしょう。

行政という公の構成員と、民間人という私の専門職および住民が、活動を共にする仕組みは、制度や施策の

オーソリティ（権威性）と、組織や活動のフレキシビリティ（柔軟性）との矛盾を解消できる可能性を持って

います。協議会に直接的な行政権限は付与されていませんが、具体的な住民の状況に則して、例えば、監査機

能、予算配分、障害福祉計画などに関する情報交換は、今以上に行われるに違いありません。将来は、協議会

の情報交換をもとに公私協働のPFI（民間資金等活用事業）が生まれるかもしれません。

３）地域自立支援協議会の形式

設立の趣旨から、地域自立支援協議会は、その形態や機能について事細かく規定されず、その地域の実状に

応じた構造と活動を選択することができます。このことは、自由な発想が可能であると同時に、地域に対する

責任を負うということを意味しています。

今回のマニュアルによって複数の形式が提案されていますが、これらはそれぞれ各地域の歴史的な展開のも

とにたどり着いている構造と機能です。協議会の構造と機能は、関係者が協働して作り上げることが期待され

ています。さらに、状況の変化に応じて、構造と機能を変化させることも重要です。協議会の構造や構成員に

ついて、当面の目標や地域状況に応じて、いつでも変更できる仕組みをあらかじめ持っておく必要があります。

全国の多くの協議会活動において実行される様々な工夫と実践は、先進諸国の真似事ではなく、わが国の風

土や価値観に合致した仕組みを生み出すものと期待されます。
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４）地域自立支援協議会に関する全国連絡会

地域自立支援協議会は、全国一律ではないだけに、情報がその地域に限定されやすくなっています。地域自

立支援協議会および相談支援の活動に関する多様な工夫と見事な実践について、全国レベルで常に情報交換を

する仕組みが求められます。今後、何らかの全国連絡会が必要となるでしょう。
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地域自立支援協議会の設置根拠は？

障害者自立支援法施行規則第65条の10（地域生活支援事業として省令で定める便宜）に、「地域におけ

る障害福祉に関する関係者による連携及び支援の体制に関する協議を行うための会議の設置」が規定さ

れています。

また、平成18年８月１日付け障発第0801002号「地域生活支援事業の実施について」（厚生労働省社

会・援護局障害保健福祉部長通知）の地域生活支援事業実施要綱に、「地域自立支援協議会」を設置する

とされています。

地域自立支援協議会の経費は何を財源に賄われているの？

地域自立支援協議会の設置は、相談支援の一部として交付税措置の対象となっています。標準的とさ

れる10万人規模の自治体で1,049万１千円（平成18年度）が交付税の基準財政需要額に算定されています。

なお、市町村が行う相談支援事業は、各市町村に交付税として措置されている部分と、相談支援をよ

り充実したものとするための補助対象事業に分かれています。補助対象事業としては市町村相談支援機

能強化事業や住居入居等支援事業（居住サポート事業）及び成年後見制度利用支援事業があります。

地域自立支援協議会って、どんなメンバーで何をする会議？

障害者の地域生活を支援するためには、個々の障害者のニーズと様々な地域の社会資源の間に立って、

複数のサービスを適切に結びつけて調整を図ることが求められます。また、総合的かつ継続的なサービ

ス供給の確保、社会資源の改善・開発も非常に重要であり、そのための中核的役割をなすのが地域自立

支援協議会であると言えます。

地域自立支援協議会を形式的なものにしないためには、個別支援会議の開催等を通じて把握した具体

的な課題を地域自立支援協議会で検討・改善していくことが必要です。

このため、地域自立支援協議会は地域の多種多様な関係者で構成することが必要です。個別支援会議

から定例会などは、できる限り個別具体の障害者の相談に応じるため相談支援事業者（相談支援専門員）

をはじめ、サービス提供事業者の担当者など地域で中核的な活動をしている者で構成することが求めら

れます。

全体会は、この個別支援会議から報告された課題を検討し、地域の改善、施策提案等につなげられる

メンバー構成が必要です。地域により、事情は異なると思いますが、個別支援会議等と比較し、ある程

度、それぞれの所属先の意見を統一できるような立場の方が望まれます。

地域自立支援協議会の運営自体も相談支援事業者等に委託できるの？

市町村は相談支援事業を指定相談支援事業者に委託することができますが、同様に地域自立支援協議

会の運営も指定相談支援事業者に委託することが可能です。ただし、地域の相談支援体制整備には市町

村の役割は非常に大きいため、協議会の運営を委託する場合でも、地域自立支援協議会の事務局会議

（運営会議）には、市町村の行政職員が参加し、共に考えていくことが必要です。

意義・位置づけ
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なお、地域自立支援協議会の運営が相談支援事業者に委託されている場合でも、相談支援事業者の評

価を行う場合には公平さが保てるように、その部分については行政が行うなどについて工夫が必要です。

地域診断って何？

障害者の地域生活を支援するためには、それぞれの地域の実情を把握する必要があります。これは単

に資源の所在を明らかにすればよいのではなく、それぞれの役割や動き方などを含めて総合的に理解す

る必要があります。

具体的には、市町村がどのような地域を目標としてイメージしているのか、それぞれの相談支援事業

者や地域資源がどのような特徴を持っているのかなどから、どのようなやり方がその地域に向いている

のかを明らかにします。

どのように取り組んだらよいか迷ったときには、ニーズアセスメント、エンパワメント、リフレーミ

ングなどのケアマネジメントの技法を思い出して、地域にも適用できないか考えてみると発想の手助け

になると思います。

市町村職員ですが、相談支援事業を市町村が直営で進めた方がよいか委託した方がよいか悩んでいま

す。

相談支援事業は市町村の必須事業であり、直営、委託のどちらによる実施も可能です。ただし、直営

で実施する場合には以下のような点に注意する必要があります。

・相談支援事業に従事する職員は明確に区分する必要があると思います。従前の福祉課のケースワーカ

ーをそのまま相談支援事業とすることは避ける必要があると考えます。障害者自立支援法の施行に当

たって新たに相談支援事業が交付税措置された主旨を考え、新たな機能として相談支援事業を実施す

る必要があると考えます。

・相談支援に従事する職員は専門的知識と経験が必要です。一般職員を従事させた場合、人事異動など

で専門性が低下する危険があります。

・行政職員は、サービスの対象とするかどうかの行政的判断はできますが、いわゆる問題行動について

の相談や既存のサービスでは充足できないニーズについての相談は苦手な場合があります。直営で実

施する場合であっても、従事する職員は困難な相談に対応できる経歴のある職員を採用するなどして

ください。

・行政職員が相談に応じる場合、どうしても予算や制度が頭から離れず、利用者の目線に立った相談が

できにくい傾向があります。また、利用者からみた場合、役所は敷居が高いイメージが強いのではな

いでしょうか。

相談支援専門員のスキルが低い、また相談支援のキーマンとなる人間がいないけど、どうやって育成

をすればいいの？

どこの地域でも、最初からキーマンとして動ける人材がいる場合は少ないと思います。相談支援専門

員はスーパーマンではありませんので、キーマンとして育つ仕組みを地域として作る必要があります。

そのための仕組みの一つが地域自立支援協議会です。地域自立支援協議会で地域の課題を共有し、それ

ぞれの機関が問題の解決のために少しずつ機能を提供する。そのような仕組みの中で調整業務を経験し

ていけば、自然にキーマンとして育つ下地ができるはずです。また、相談支援事業の立ち上げの時期に

は、既に事業を実施している地域の見学やアドバイザー事業の活用などにより、相談支援専門員がどの

ように働くかのイメージを持ちやすいように支援してください。行政が側面的に支援して相談支援事業

5
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2

［相談支援事業について］
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者の連絡会を組織して、お互いにアドバイスできる環境を整えることも大切です。

法的根拠のない地域自立支援協議会などいらない、と拒否する市町村があるんだけど･･･。

障害者自立支援法には、「自立支援協議会」の文言は出てこないものの、法施行規則や地域生活支援事

業では、地域の中核的な協議の場として設置が規定されています。先進地や周辺自治体の事例等を提供

しながら、必要性等を十分に説明することが必要です。地域自立支援協議会が機能することは、市町村

にとっても今まで困難だった住民のニーズに応えられ、困難ケースを抱え込まなくてよくなるという点

で望ましいはずです。まずは、個別支援会議の開催からその有効性を理解してもらうのも有効です。ま

た、都道府県アドバイザーと連携して当該市町村と話し合ってもよいでしょう。

そもそも「自立支援協議会」の必要性をあまり感じていないが、なぜ、自立支援協議会が大切なの？

市町村や相談支援事業者が相談支援を継続していく中で、直面した課題や個別支援会議等において新

たに地域の中で把握されたニーズや課題については、市町村や相談支援事業者それぞれではなかなか解

決が難しいことが出てきます。

地域自立支援協議会は、そのような課題を市町村や相談支援事業者を中心に地域全体で検討し、改

善・解決していくための協議の場であると言えます。

個別支援会議で抽出された課題をそのままにしないためにも、地域自立支援協議会の設置は大切です。

地域自立支援協議会が関係機関からの陳情の場になっているのだけれど･･･。

地域自立支援協議会はそれぞれの機関が、それぞれの立場で機能を提供し合い、利用者のニーズの充

足につなげるものです。市町村に限らず、どこかの機関が一方的に責められるようでは機能しません。

それぞれが地域自立支援協議会の目的を理解し、協力する場とすることが、結果的には全員の利益にな

ることを納得するまで話し合いましょう。

地域自立支援協議会は、相談支援事業者の仕事を増やすと思うけど、それだけのメリットがあるの？

あります。相談支援事業者がひとりで頑張っているのではすぐに限界がきます。毎回それぞれの機関

に頼んで調整するより、全員が協力する仕組みを作り上げた方が、相談支援事業者にもずっと利益にな

るはずです。手間が掛かるようでも、自分たちの仕事を皆に理解してもらうことは、とても大切なこと

です。

これまでも似たようなことをやってきたはずなのに別のものを作らなくちゃいけないの？会議ばっか

りになっちゃう。

確かに、人口の少ない自治体では様々な会議に集まるメンバーが共通になってしまうことがあります。

分野は異なっても、地域の問題を解決するという点では目的は共通かも知れません。地域の特性によっ

ては共通の会議としてスタートしても構わないと思います。内容が活性化して共通の会議ではやりきれ

なくなったら分割するという方法もあると思います。

［地域自立支援協議会の重要性］

［地域自立支援協議会と既存の会議の整理］
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地域自立支援協議会が単独設置ではなく圏域等複数市町村で共同設置している場合、事務局運営上、

留意すべき点は何か。

共同設置する場合に留意すべきこととして、まず、各市町村で機械的に役割分担をしない方がよいと

いうことが挙げられます。各市町村で参画の度合いに差をつけたくないために、機械的に持ち回りで運

営するなどすると、運営が形骸化する危険があります。それぞれの市町村で規模や体制、自立支援協議

会への意識などが違うわけですから、それぞれの提供できる労力などに違いが生じるのは当然です。自

分たちの状況をありのままに出して、少なくとも立ち上げから数年間は、必要性を強く感じている市町

村がリードすることで運営を軌道に乗せることが必要だと思います。

都道府県自立支援協議会の役割は？

都道府県自立支援協議会は、都道府県全域の相談支援体制の構築に向け、主導的役割を担う協議の場

としての役割が期待されます。

具体的には、相談支援従事者研修のあり方や、地域自立支援協議会をはじめとした地域のネットワー

ク構築等を支援する都道府県アドバイザーの人選や実施内容などを検討します。

また、地域自立支援協議会で明らかになった課題について、都道府県レベルで検討する際にも重要な

場となります。

地域自立支援協議会での課題や困難事例を、どのようにして都道府県自立支援協議会に上げればいい

の？

都道府県自立支援協議会は、地域自立支援協議会で明らかになった課題について、都道府県レベルで

検討する場です。具体的には、地域自立支援協議会からの意見として、アドバイザーを通じて、または

文書で課題等を提出する方法が考えられます。困難事例については、事例そのものの解決ではなくて、

事例から括
くく

り出された課題を検討するという意味合いで都道府県自立支援協議会に提出することが適切

だと思います。
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［地域自立支援協議会と都道府県自立支援協議会］
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個別支援会議→事務局会議（運営会議）→（専門部会（プロジェクト））→定例会→全体会等の重層的

な構造が望ましい旨が示されていますが、地域で連携を深める中で段階的に重層構造とすることを検討

しています。少なくとも当初、設定すべき体制はどのようなものが望ましいでしょうか。

地域自立支援協議会は、個別支援会議の開催などから把握された地域の課題を市町村や相談支援事業

者を中心に地域全体で検討し、改善・解決してくための場であると言えます。

地域体制の立ち上げ段階では、まず、個別支援会議の重要性を地域全体で認識し、地域自立支援協議

会で課題の整理・検討をしていく中で、課題の分野に応じた部会を検討していくことになることが多い

と思います。

また、個別支援会議から全体会まで、地域の会議全体を企画・運営する事務局機能が重要と考えてい

ます。事務局会議（運営会議）として会議化するしないに関わらず、事務局機能は市町村と相談支援事

業者が中心になるべきです。

そのため、当初の段階であっても個別支援会議、事務局機能、定例会（全体会）の体系化を図ること

が望ましいと考えます。

そして地域の課題分析等が進む中で、対応する専門部会（プロジェクト）の設置や、全体会で議論す

べき課題を整理する事務局会議（運営会議）の設置などを検討していくことになります。

地域自立支援協議会から個別支援会議までを含め、地域で開催する会議については、機動的な運営と

するため、無報酬とすることを検討しています。無報酬とする場合、注意すべき問題はありますか。

個別支援会議などに参画することは、関係機関にとって本来業務であるという原則を確認し、参加等

に伴う報酬については、原則無報酬で取り組んでいくことを協議会で確認しておくことが重要だと思い

ます。

報酬があると、予算の範囲内での開催となり、結果として会議そのものが必要に応じて開催すること

が困難になり、質問にもあるように、機動的な運営に支障をきたすことになります。

したがって、個別支援会議や部会など、現場の担当者が集まる会議は業務の一部として無報酬とし、

全体会などで当事者団体代表や医師会代表を委員に委嘱する場合には報酬を支払うなどの整理をする必

要があります。

地域自立支援協議会の委員報酬はいくらくらい支払うもの？

報酬の考え方は、前項の質問に対する回答を原則と考えますが、全体会などの委員報酬を予算化する

際には、その地域で開催されている福祉計画策定の委員会の報酬基準や、障害者施策推進協議会などの

委員報酬を参考に報酬額を設定していくことになると思われます。

地域自立支援協議会の委員数は何人くらいが適当？

地域の課題について、テーマごとに検討する専門部会（プロジェクト）については、実質的な議論を

進めるためにも、実情をよく知る実務担当者を中心に10名程度を目安に委員数を決定していくのがよい
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組 織 構 成

［地域自立支援協議会の組織］
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と思います。

一方、全体会については、地域の全体の状況や課題、検討の経過などを知っていただいたり、共通理

解を深める場と捉え、関係機関の参画を広く求めて行く方向が好ましいと思います。

地域自立支援協議会の委員には当事者委員も加えるべきなの？

全体会などでは、障害当事者団体を代表する方の参画を要請したり、具体的な課題の検討では、当事

者の参画は重要だと思います。

また、専門部会（プロジェクト）に、当事者部会などの設置を模索していくことも大切だと思います。

その際、地域自立支援協議会が要求陳情や団体交渉などの場ではなく、地域の様々な課題を共に協力

し、検討していく場である認識づくりが大切だと思います。

地域自立支援協議会を進めていく上で、事務局機能が非常に大切だと思うが、事務局をどこに任せて

いったらよいか悩んでいます。

地域自立支援協議会が円滑に進められていくためには、どのような会議をどのような形式で、いつ設

定するのがよいのか、また、どのような課題を柱にテーマ設定していくのがよいのか、こうしたことを

常に検討し、実務を取り仕切り、準備していく機能が必須です。こうした事務局機能が脆弱であると、

会議そのものも滞りがちになったり、会議の中味としても、テーマが希薄で盛り上がらなかったりして

しまいます。

こうした意味では、事務局をどこに託すのかが地域自立支援協議会の命運を分けると言っても過言で

はないと思います。

事務局機能は、地域の課題を熟知し、自立支援協議会の必要性を強く認識している機関が担うのがよ

いと思います。

市町村自らが事務局となるか、個別支援会議などを精力的に開催し地域の課題について取り組んでい

る相談支援事業者があれば、こうした事務局機能を託していくのに適していると思います。

なぜ相談支援従事者が地域自立支援協議会の核なのか？

地域自立支援協議会は、日常の個別支援会議を通じて明らかになってきた地域の課題や地域が取り組

むべき方向を、検討していく場です。

この検討の中核をなす地域の課題を、最も具体的に把握し、個別支援会議では解決困難な課題につい

て地域における解決を志向しているのが相談支援従事者です。

こうした意味では、自立支援協議会の成否は相談支援事業の充実（個別支援会議の日常化）と深く関

係していると言えます。

個別支援会議を開催する際、相談者本人や御家族の参加（同席）については、一般的にどのように考

えるべきですか。

個別支援会議は、支援を必要としている当事者を中心に、具体的支援のあり方や手だてを検討してい

く場です。

そうした意味では、相談者本人やご家族の願いやニーズをしっかり把握して進めていくことが大切な

のは言うまでもありません。この願いやニーズからそれないためには個別支援会議に相談者本人やご家
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族が同席していただくことが原則と言えます。

しかし、同席することによって、相談者本人が不安になってしまったり、混乱してしまったりする場

合もありますので、相談者本人等の同席は必須ではないと考えています。目的は、相談者本人の願いや

ニーズに的確に応えていける結論を生み出すことであることを踏まえて、その都度、最も好ましい会議

の設定を進めていくことです。

個別支援会議の開催等により、地域で相談者の情報を共有する場合、一般的に個人情報をどのように

取り扱うべきでしょうか。

個人情報をどのように取り扱っていくかは、相談者やご家族との信頼関係の構築にとって最も重要な

指標であるといえます。

原則的には、相談者の了解のもと、関係機関での情報共有を進めていくことになりますが、相談者に

とって課題への認識が十分でない場合や相談者の了解を得ることそのものが困難で、そのために支援会

議が滞ってしまう場合もあります。

こうした時には、関係機関が知り得た個人情報をしっかりと管理していくことを会議の場で徹底する

ことが大切であり、固有名詞の情報は回収したりする場合もあります。

個人情報への真摯な姿勢や管理能力は、地域の関係機関での連携がどのように進んでいるか、また、

相談支援体制がどのように構築されてきているか、ひいては、地域の自立支援協議会がどのように深ま

ってきているかの一つのバロメーターにもなると思います。

相談支援事業を委託している場合、市町村の担当課において扱う相談と委託先の相談支援事業者で扱

う相談支援とは、どのような分担が想定されるでしょうか。

相談支援事業を事業者に委託する市町村の中には、業務の丸投げのような形になってしまう例も聞か

れます。仮に、相談支援事業を事業者に委託しても、市町村としての業務の責務は残ります。

例として、市町村は、支給するサービスや支給量の決定などの決済権限や処分権限を有しています。

そのため、全て相談者の立場に身をおき続けることは業務上困難なことがあります。

相談者を真ん中にして、相談支援事業者が相談者の声やニーズに寄り添いながら相談や調整を行いつ

つ、市町村は相談支援事業者と連携をとりながら、現実的に最善の支給決定を進めていくことになりま

す。

そうした観点から、様々な業務に関して、委託相談支援事業所と市町村の間で役割分担表や相談支援

事業者ガイドライン等を作成していくことが好ましいと思います。

個別支援会議は市町村及び相談支援事業者が主要な核となって開催すべきと考えますが、サービス提

供事業者等が個別支援会議に参加する際の往復時の事故の責任関係等、あらかじめ地域でルール化すべ

きことがあるでしょうか。

様々な関係機関や事業者にとって、個別支援会議等に参加していくことは事業の本来業務であるとい

う認識を共有化することが大切であると思います。

そうした観点から、それに伴う事故や、個人情報漏洩に伴う損害請求等については、それぞれの事業

者が事業者の責務として保険等に加入していくことをルール化していくことが大切だと思われます。

個別支援会議等において活用する相談受付票、アセスメント票及びケア計画票などの様式について、

参考とすべきものはありますか。

各種の様式が通知されている介護保険制度と異なり、障害者の方の相談の際に使用する各様式は限定

されていません。サービス利用計画作成費の対象となる場合の各様式も同様です。
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なお、必ずしも障害者ケアマネジメントの過程における使用様式を統一する趣旨ではありませんが、

「障害者ケアガイドライン（平成14年３月31日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部）」で、示された

相談受付からアセスメント、ケア計画作成に至る過程の各様式は必要な事柄が整理できる標準的な様式

として参考になります。

自立支援協議会の個別支援会議と障害福祉サービスの指定基準で定められている「サービス担当者会

議等」は何か違うの？

自立支援給付の支給決定プロセスの中での、認定調査⇒障害程度区分認定⇒サービス支給決定⇒サー

ビス担当者会議という中での、サービス担当者会議も個別支援会議の一つであると言えます。

個別支援会議は、こうした支給決定プロセスに関わる会議のみに留まらず、相談者の声やニーズに基

づいて、関係機関が集まって進めていく様々な会議の総称と言えます。

個別支援会議は何分くらいやるの？また何人くらい集めるの？

個別支援会議は相談者の声やニーズに基づいて、関係者あるいは関係機関が集まって具体的な支援の

手だてなどについて話し合う会議です。話し合われる内容や目的によって、その都度、必要とされる招

集範囲や時間が決まってくるもので、何分あるいは何人という特別な目安はありません。

個別支援会議はどんなケースについて検討するの？

個別支援会議は、相談者個々の相談内容やニーズに基づいて、相談者に関わる関係者や関係機関が集

まって具体的な支援の手だて・役割分担等を話し合う場です。（※いわゆる困難ケースに限って開催され

るものではない。）

そのため、相談者のニーズ、例えば、「グループホームからアパートに暮らしの場を移したい。」「特別

支援学校高等部卒業後の生活について、日中活動と生活の場をどうするか。」「相談者が胃ろうなどの医

療的ケアが必要となったが、在宅生活を今後継続するためにどうしたらよいか。」「相談者が親元を離れ

て暮らすことになったが、その際の移送の手だて、土日の余暇の支援、金銭管理の窓口などどうしてい

ったらよいか。」等々、様々なケースが考えられます。

定例会や全体会では、全てのケースについて報告するの？

地域自立支援協議会として、何を検討し、どのような課題を解決していくかによって、報告するケー

スの種類や内容が定まってくると思います。

そうした意味では、ケース報告の内容は地域自立支援協議会によって多種多様であってよいのではな

いかと思います。

事務局会議（運営会議）等で、報告のみでよい内容なのか、地域の課題を考える上でどうしても詳し

く、深く報告すべき内容なのかを協議する必要があると考えています。

定例会や全体会では、どのようにして個別のケースを検討するの？（もしくは、「なぜ検討しないの？」）

個別のケースは、主として個別支援会議で検討されます。定例会や全体会で検討する際は、そのケー

スが定例会や全体会で共有する必要性があって行われるものです。

つまりは、より広い参集者の中で、是非、共有化してほしい中味が盛り込まれているケースというこ

とになります。

例えば、地域に共通の課題として認識してもらわなくてはならない医療的ケアの支援のケース、ある

いは、移送サービスの構築を考える際に必要な支援のケース、また、そうした検討の中で、予算化や制

度化が必要な象徴的ケース、さらには、困難事例のケースを検討する中で、より広い関係者の中で支援
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連携の共有化を図りたいケースなどが考えられます。

定例会や全体会では、主にどのような事項について協議したり、報告したりするの？

個別支援会議などを通じて、地域で検討すべき様々な課題について協議したり報告を受けたりする場

が、定例会や全体会です。

具体的には以下のような内容が考えられます。

・相談業務の状況、相談内容の傾向

・地域の課題について専門部会（プロジェクト）などで議論されている内容

・地域全体で共有化したい課題

・施策や制度として提案したい課題

・予算化の必要な内容

・障害福祉計画の達成状況　など

地域自立支援協議会には、様々な課題を検討する専門部会（プロジェクト）が設けられているが、ど

のような部会を設けていったらよいのか、ポイントとなるところを教えてほしい。また、専門部会（プ

ロジェクト）を設置するとしたら、どんな組織が有効か？（部会の種類、委員、協議内容、相互連携の

あり方等）

専門部会（プロジェクト）は、明らかになった地域の課題について、どのように取り組んでいくべき

かを話し合う、非常に実務的かつ現実的な検討の場です。

そのため、課題について本当に実情を知っている実務者として、どういう関係機関の誰が構成メンバ

ーとして必要なのか、その際の座長や部会長はどの機関が好ましいのか、どのような時間帯にどのよう

な頻度で集まるのが機能的で効果的なのかを検討した上で、組織編成をすることが重要です。

課題が明らかになっていなかったり、機が熟さないテーマについて部会を数多く設けても、会議自体

が散漫になってしまったり、収集がつかなくなってしまったりすることも考えられます。

他の地域の自立支援協議会で設置されている部会だから、その部会をまねてこちらの協議会でも設置

しておこうという考え方ではなく、この地域で、今、どんなテーマの専門部会の設置が求められている

のかを見極めることが何より重要です。

テーマとしては、例えば、乳幼児期から就学までの地域の課題について話し合う療育部会、日中活動

の事業所が授産活動内容や就労支援について相互に連携を深められる日中活動部会、地域で一人暮らし

の方を支えていくための居住サポートや権利擁護を検討する権利擁護部会等々、障害児の土日や放課後、

長期休業の支援体制を検討する障害児放課後支援部会など、地域の実情に応じて様々な部会が考えられ

ます。

地域自立支援協議会の設置に向け関連規定の整備を進めています。地域自立支援協議会に係る障害者

自立支援法等の規定にはどのようなものがありますか。

地域自立支援協議会は、相談支援事業をはじめとする地域の障害福祉に関するシステムづくりに関し、

中核的な役割を果たす定期的な協議の場として、市町村が設置することとされています

市町村や圏域単位で地域自立支援協議会を設置する場合、設置要綱などの規定を整備する際には、障

害者自立支援法などの規定を参考・引用する部分が出てくると多いと思いますが、関連するものを下記

第8章　自立支援協議会　Ｑ＆Ａコーナー

87

第

８

章

［設置する専門部会（プロジェクト）の種類］

［関連法規の整備］

1

12

1



第8章　自立支援協議会　Ｑ＆Ａコーナー

88

地域自立支援協議会を開催してみたいとは思うが、どのようなテーマで進めたらよいかアイデアがな

い。具体的な取り組みの例があれば教えてほしい。

地域自立支援協議会は個別支援会議で取り上げられた利用者の支援について協議します。特に、不足

している社会資源や必要なネットワークなどがテーマとして取り上げられることが多くなります。具体

例を示します。

① ルートから離れた場所に住んでいるので特別支援学校の送迎バスが使えないが、母親が病気となり登

校に支障が出ている。当面のバスルートを変更することを教育部会で検討し、学校が了承した。

② 車いす利用の単身の知的障害者のために、公営住宅の建て替え時にバリアフリーのケアホームを建築

することを協議し、行政の計画に載せることができた。

③ ジョブコーチが不足している中で、就職活動に付き添ってくれたり、通勤訓練を支援してくれる人材

をボランティアとして養成し、派遣する仕組みを作った。

④ 精神障害者の賃貸物件探しがうまく進まないので、低額で保証人なしで物件が探せる仕組みを地元不

動産業者と信用保証会社を住宅専門部会に招いて検討し、仕組みを作った。

地域自立支援協議会の第一回目を開催してみたが、あまり活発な意見も出ず、低調なまま会議が終了

してしまった。参加者が期待を持って参加するためにはどのような会議の仕掛けや準備が必要なのか知

りたい。

参加者は利用者のQOL向上を目的として集まっている人たちでしょうか？

地域自立支援協議会のメンバーはそういった期待を胸に集まるのが前提です。もしそうでないなら準

備段階で協議会の意義の共有を図ることを怠ったか、メンバーの選定を間違っているかです。また、議

に示します。

① 障害者自立支援法第77条（市町村地域生活支援事業）

…障害者相談支援事業の実施を含め市町村地域生活支援事業が規定されています。

② 障害者自立支援法施行規則第65条の10

（市町村地域生活支援事業として省令で定める便宜）

…地域自立支援協議会の位置づけとして、「地域における障害福祉に関する関係者による連携及び支

援の体制に関する協議を行うための会議の設置」と規定されています。

③ 平成18年８月１日障発第0801002号

「地域生活支援事業の実施について」（厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知）

…地域生活支援事業実施要綱が定められています。この要綱の中で「地域自立支援協議会」を設置

するとされています。

運 営 方 法

［地域自立支援協議会のテーマ］

［会議が活発化しない］
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論をスムーズに進めるための仕掛けとして相談支援専門員と行政職員を中心としたコアメンバーによる

打ち合わせ（事務局会議）をしっかり行うことが必要です。この事前の意見交換の中で取り上げるべき

事例や定例会の流れを確認して参加者が議論に入りやすい環境を作っておきます。

地域自立支援協議会（個別支援会議、定例会等）は、誰が声かけをして開催するの？

地域自立支援協議会で行政が一番関わらなければならないところはどこ？委託を運営した場合は丸投

げしてもいいの？

地域自立支援協議会の実施主体はあくまで市町村です。したがって、たとえ運営を委託していても、

当初は定例会等の呼びかけの際に、市町村からも定例会等の開催通知を発出する等の支援を行う必要が

あると考えています。ただし、個別支援会議は各々担当する相談支援事業者が実施するのが基本ですか

ら、通常は市町村から直接声かけをする必要はありません。ですが、個別支援会議が定着していない地

域においては、市町村が開催通知を発出する等の支援を行う必要があると考えています。

地域自立支援協議会では、いろいろな課題について比較的活発な話し合いが行われているが、話し合

うだけで終わってしまっている。これを具体的な成果として実りあるものにするためにはどう自立支援

協議会を活用していったらよいのか教えてほしい。

活発な話し合いであっても一般論的なあるいは構想的なレベルで「計画策定委員会」のような形にな

っていないでしょうか？協議会で上げるべき具体的成果とは、より適切なサービスへの転換、新たな社

会資源の開発、サービス利用計画の改善、事業者ネットワークの強化、住民ネットワークによる地域の

受け入れ態勢の強化などです。それが一般論でなく、具体的なひとりの利用者のために実現することが

協議会のメンバーの意欲を高めることになります。具体的なひとりの利用者に対する支援を、誰が、い

つ、何を、どこで、どのようにして行うのかという５Ｗ１Ｈを決めることを目的として実施することで

散漫な結果にならなくて済みます。

地域自立支援協議会が社会資源の開発等地域に対して直接働きかける方策は？（協議会として地域住

民を交えた連携をどう図っていくか）

どのような社会資源のイメージを持つのかは事案によって違うと思いますが、仮に居住サポートの例

で考えてみたいと思います。保証人がいない精神障害者が入居に苦労しているという課題に対して、不

動産業界、信用保証会社、グループホーム事業者などの協力を得て信用保証の仕組みを作ったとします。

ところが、実際にある精神障害者が物件を申し込んだ時に家主が不安がってしまうということがあり、

地域住民の理解を得て協力的な雰囲気をどのように作るかが更なる課題となります。そこで、個別支援

会議に当の家主さんにも加わっていただき、居住サポートのために相談支援専門員と現在の通院医療機

関が日常どのように関わり、緊急時にはどのような対処法をとるかについて、具体的なしっかりした流

れを説明し、理解を得ておくことが必要となります。この時、不動産業者が家主との間に挟まれたよう

な形になるのではなく、みんなで支えていくという雰囲気をしっかり伝えることで家主も主体的に対応

する気持ちになってくれるでしょう。
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連携すべき関係機関って、具体的にどんなところが考えられる？そこへはどうやって声を掛けたらい

いの？

関係機関について例示をすると、

○教育関係：市町村教育委員会、都道府県教育庁（教育委員会、教育局）、教育事務所、小中高校、幼稚

園、保育所

○雇用関係：地方労働局、都道府県雇用担当課、ハローワーク、障害者職業センター、就業・生活支援セ

ンター、就労移行・継続支援事業所、地域活動支援センター、企業、商工会議所、経営者

団体

○住宅関係：信用保証会社、宅建協会、不動産業者、グループ（ケア）ホーム事業者、都道府県住宅担

当課、市町村住宅担当課、居住サポート事業者

○医療関係：リハビリテーションセンター、医療機関

○法曹関係：家庭裁判所、弁護士会、司法書士会

○交通関係：移送事業者、JR、私鉄、タクシー協会、バス協会

○福祉関係：相談支援事業者、地域包括支援センター、市町村役場、福祉事務所、更生相談所、福祉施

設、福祉サービス事業者、社会福祉協議会、民生･児童委員協議会、都道府県障害福祉担当課

○関連専門職団体：社会福祉士会、精神保健福祉士協会、介護福祉士会、医師会、理学療法士会、作業

療法士会、リーガルサポートやぱあとなあ等の成年後見に関わる団体

○障害当事者団体：各障害者当事者会・家族会

と数多く考えられます。声がけについては事案によって、様々な方法が考えられますが、基本的には（1）関

係行政機関から話を通して公式に協議に参加してもらう、（2）その機関と普段付き合いのあるところから

声がけをしてもらう、（3）直接事情を話し参加を依頼するということが考えられます。いずれにしても話の

取っ掛かりがないとなかなかつながりを作ることができないので、相手の機関の事情を知った上で、相

手のためにもなるような提案、あるいは現状の改善策を一緒に練
ね

るという形でアプローチをすることが肝

要です。

地域の社会資源を開発（改善）するって、どうすればいいの？

これといった産業もなく、サービス提供事業者も少ない地域。どうやって社会資源を開発（改善）す

ればいいの？

社会資源は、ホームヘルプサービス等のフォーマルなサービスに限定されるものではありません。地

域では何でも社会資源になり得ます。在宅での生活を希望する方で、障害福祉サービスの利用や地域の支

援を組み合わせることで継続した生活が可能となるならば、近隣の方も大変重要な社会資源と言えます。

周囲のものや人をうまく活用することが重要です。一見弱みに見えるものの中にも強み（社会資源）

は存在します。ストレングス視点から周囲を見直すことが有効です。

地域自立支援協議会で、グループホーム等の社会資源新設の必要があると決った時に、それを実現し

ていくためにどのような手続きや方法があるのか？また、そのために地域自立支援協議会としては、ど

のようなアクションを起こしていけばよいのか？

地域自立支援協議会の実施主体は市町村（民間に運営を委託する場合であっても実施責任があります）

です。グループホームなどのサービス事業は民間法人が実施するべきものですが、地域の事情によって

なかなか立ち上がらない時には、行政から法人に対して立ち上げを要請したり、廃校や統合庁舎の跡地

利用として場所を提供するといった誘導策を打つことも十分考えられる政策判断です。地域自立支援協
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［社会資源開発の方法］

1

2
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第

８

章

議会がこうした施策を提案し、行政が施策として実現あるいは誘導することを形にするために地域自立

支援協議会と審議会（施策推進協議会等）に関係を作っていくといった工夫があると一層実現性が高ま

ります。

地域自立支援協議会は相談支援事業を評価する役割もあるとうたわれているが、具体的にどう評価し

ていったらよいのかイメージがわかない。

評価という言葉に戸惑いを感じている市町村が多いようです。しかし、委託業務の内容を点検・評価

するのは当然ですし、市町村に替わって地域の相談支援を担っている状況を正しく評価するのは必要な

ことだと思います。

具体的には以下のような評価ポイントがあると思います。

・人員配置（相談員の人数など）

・体制（施設部門と明確に業務が区分されているか）

・相談件数（全体の件数、訪問件数など）

・相談の質

相談の量や質で評価をすることは客観的な指標がなく、難しい点です。そこで質を評価する方法とし

ては個別支援会議の検討内容を定例会でレビューすることが考えられます。このレビューのためには前

もって事案をうまくまとめなければならず、この時に事案を改めて見直すことできちんとニーズを把握

したのか、適切な社会資源だったのかといったことが自己検討されます。さらに、レビューにより他の

参加者からの質疑を通し、新たな視点を加え、事案の改善をすることができます。こうした改善により

相談支援の内容がレベルアップし、ひいては利用者全体の利益になるという意図があります。

都道府県アドバイザーとは？

都道府県は、地域生活支援事業（都道府県地域生活支援事業）を実施することとされています。都道

府県アドバイザー事業は、この都道府県地域生活支援事業の一つとして、市町村の相談支援体制整備を

支援するために、アドバイザー派遣（都道府県相談支援体制整備事業）を行うものです。

事業の実施の形態は、登録型や派遣型などそれぞれの都道府県で異なりますが、アドバイザーは市町

村や地域の相談支援体制整備を支援するとともに、地域と県とをつなぐ存在です。

都道府県自立支援協議会とアドバイザーとの関係は？

都道府県自立支援協議会は、都道府県全域の相談支援体制の構築に向けた協議の場としての役割を持

っています。

地域のネットワーク構築、地域自立支援協議会をはじめとした専門的支援システムの立ち上げは、実

際には都道府県アドバイザーが地域を支援する形態が多くなりますが、都道府県自立支援協議会では、

地域の事情に応じた有意義な支援を行うため、この都道府県アドバイザーの人選、アドバイザーの配置

や派遣などの事業形態の検討などを行います。

また、都道府県アドバイザー事業で地域の状況を把握する中で、市町村（地域）単位では解決が難し

い課題について、都道府県レベルで検討することも求められます。

［アドバイザーの活用］

1

2

1

［相談支援事業の評価］
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地域自立支援協議会の運営等にアドバイザーをどのように活用したらいいのかイメージがわかない。

アドバイザー活用の効果的な方法があれば教えてほしい。

アドバイザーは、

① 市町村あるいは圏域の求めに応じ、自立支援協議会の立ち上げを支援する。

②圏域全体の課題をどのように解決していくかについて都道府県の自立支援協議会とのつなぎ役を果たす。

③ その他、圏域内の自立支援協議会の運営を安定したものにするために運営者と調整を図る。

といったことをしているのが現状です。アドバイザーが効果を発揮するためには都道府県と協調した

動きをすることが条件となります。例えば、圏域内の都道府県の福祉事務所・保健所など出先機関が

音頭をとり、圏域内の市町村に働きかける時にアドバイザーと同行し、顔つなぎと説明（意義）を共

有するといった動きは是非行って欲しいところです。

行政の中でも、他の部局の人達には地域自立支援協議会が周知されていないのが現状です。それをど

のようにしたら周知していけるのか？

自立支援協議会の細かな協議内容は外部に漏らすことはできませんが、結果の概要はむしろ地域の利

用者にとっても大きな関心事となることなので積極的に公開することも考えていいでしょう。ご本人の

了解を得た上で全く特定できないよう簡略化した事案にまとめ、その際に開発・改善された資源や作ら

れたネットワークなどをホームページなどで紹介することで利用者にも事業者にも力を与えることにな

ります。

［情報の発信］

地域自立支援協議会は、具体的にどういう手順で立ち上げればいいの？

地域自立支援協議会を立ち上げるには、具体的にどこから始めればいいの？

地域自立支援協議会を形式的な集まりの場としないためには、まず相談があって、個別支援会議をベ

ースにして事務局会議（運営会議）や定例会へと発展していくということが言えます。相談支援事業者、

市町村行政、個々のサービス事業者それぞれが単独では利用者目線で支援しきれないから連携が必要に

なり、利用者を支援するための仕組みができてきます。個別支援会議の開催などで地域が連携する中で、

必要な支援、ニーズ、課題が見えてくれば、必然的に地域自立支援協議会の必要性、またその構成メン

バーのイメージが具体化してきます。詳しくは「第３章 第３節　立ち上げのポイント」をご覧ください。

自立支援協議会を立ち上げる前にやっておくことはあるの？（例えば、家庭訪問で地域の課題を把握

しておくとか）

自立支援協議会を立ち上げる前にまず行っておかなければならないのは、何のために協議会を立ち上

げるのかという明確な意義の確認だと考えます。（「第３章 第３節　立ち上げのポイント」参照）

そ の 他

［立ち上げ手順］

3

1

1

2
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